
沼津市公共施設照明 LED化事業 事業契約の締結について 

 

沼津市公共施設照明 LED化事業に関する事業契約を締結したので、民間資金等の活用に

よる公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11年法律第 117号）第 15条第３項の

規定に基づき、その内容を公表する。 

 

令和８年３月 18日 

沼津市長  賴重 秀一 

 

１ 対象となる公共施設等 

  沼津市内公共施設      ７７施設 

（内訳） 

教育・スポーツ関連施設 ３８施設 

福祉関連施設     １５施設 

庁舎・公民・文化関連施設 １９施設 

その他    ５施設 

 

２ 選定事業者の商号又は名称 

沼津市下河原町 141番地 

エコライティングワークスぬまづ合同会社 

代表社員 株式会社鈴木電気商会 職務執行者 鈴木 伯明 

 

３ 公共施設等の整備等の内容 

調査業務、設計業務、施工業務、設備データベース構築業務、維持管理業務 

 

４ 契約期間 

  令和８年３月 17日から令和 21年３月 31日まで 

 

５ 契約金額 

  金４,４７５,０００,０００円 

 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金３５４，７５０，０００円） 

 

６ 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 

  本事項に関する事業契約の内容は、事業契約書における以下の条項のとおりである。 

 

 



  

第６章 契約の終了 

第 46 条 （契約期間） 

１ 本事業契約の契約期間は、履行期間と同様までとする。ただし、本事業契約の定め

るところに従って本事業契約が解除されたときは、本事業契約は、その時点において

終了する。 

２ 受注者は、契約期間の満了による終了にあたっては、発注者に対して、対象設備を

発注者が継続使用できるよう維持管理業務に関して必要な事項を説明し、引継ぎに

必要な協力を行うものとする。 

 

第 47 条 （発注者の任意解除権） 

１ 発注者は、業務が完了するまでの間は、必要があるときは、本事業契約を解除する

ことができる。 

２ 発注者は、前項の規定により本事業契約を解除した場合、受注者に損害及び解除に

伴う追加費用（合理的な金融費用、違約金を含む。）を賠償しなければならない。 

 

第 48 条 （発注者の催告による解除権） 

発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告

をし、その期間内に履行がないときは、本事業契約を解除することができる。ただし、そ

の期間を経過したときにおける債務の不履行が本事業契約及び取引上の社会通念に照ら

して軽微であるときは、この限りでない。 

（１） 整備期間内に整備業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

（２） 維持管理業務の全部又は一部の遂行を放棄し、要求水準書等の内容に従った維

持管理業務を行わないとき。 

（３） 正当な理由がなくて着手すべき時期を過ぎても本業務に着手しないとき。 

（４） 発注者の承諾なく、本業務の全部又は主たる部分を一括して、社員又は協力企業

以外の第三者に委託し、又は請け負わせたとき。 

（５） 正当な理由がなくて契約不適合に対する履行の追完がなされないとき。 

（６） 前各号に掲げる場合の他、本事業契約に違反したとき。 

 

第 49 条 （発注者の催告によらない解除権） 

１ 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本事業契約を解

除することができる。 

（１）第 66 条の規定に違反して契約金額に係る債権を譲渡したとき。 

（２）本事業契約を履行することができないことが明らかであるとき。 

（３）受注者が本事業契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 



 （４）受注者の本事業契約の一部の履行が不能である場合又は受注者が本事業契約の

一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみで

は契約をした目的を達することができないとき。 

（５）契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行

しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行

をしないでその時期を経過したとき。 

（６）前各号に掲げる場合の他、受注者が本事業契約の履行をせず、発注者が前条の

催告をしても契約した目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないこと

が明らかであるとき。 

（７）本業務の履行が著しく困難になったことその他やむを得ないと認められる事由

によって、受注者が本事業契約の解除を申し入れたとき。 

（８）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第

２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は同条第６号に規定す

る暴力団員（以下「暴力団員」という。）が経営に実質的に関与していると認めら

れる者に契約金額に係る債権を譲渡したとき。 

（９）受注者が次のいずれかに該当するとき。 

ア 社員の役員が暴力団員であると認められるとき。 

イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ウ 社員の役員が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者

に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認め

られるとき。 

エ 社員の役員が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供

与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関

与していると認められるとき。 

オ 社員の役員が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有して

いると認められるとき。 

カ 業務委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれか

に該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を業務委託契約その他の契

約の相手方としていた場合（カに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に

対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

（１０）受注者が本事業契約に関して、次のいずれかに該当したとき。 

ア 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公

正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」と

いう。）第４９条に規定する排除措置命令又は第６２条第１項に規定する納付

命令（以下「排除措置命令等」という。）を行い、当該排除措置命令等が確定し

たとき。 



 イ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして行った排除措置命令等

に対し、行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第３条第１項に規定す

る抗告訴訟が提起され、当該訴訟について請求棄却又は訴却下の判決が確定し

たとき。 

ウ 受注者（受注者が合同社員の場合にあっては、社員、社員の役員又は使用人

を含む。）が刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１９８条

又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号による刑が確

定したとき。 

２ 受注者は、前項の規定により本事業契約を解除されたときは、発注者に対してそ

の損害の賠償を求めることはできない。 

 

第 50 条 （発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

発注者は、第 48 条又は前条第１項に規定する場合が発注者の責めに帰すべき事由に

よるものであるときは、発注者は、前二条の規定により契約を解除することができない。 

 

第 51 条 （受注者の催告による解除権） 

受注者は、発注者が本事業契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催

告をし、その期間内に履行がないときは、本事業契約を解除することができる。ただし、

その期間を経過した時における債務の不履行が本事業契約及び取引上の社会通念に照

らして軽微であるときは、この限りでない。 

 

第 52 条 （受注者の催告によらない解除権） 

１ 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本事業契約を解除する

ことができる。 

（１）契約の内容を変更したため契約金額が３分の２以上減少したとき。 

（２）契約の履行の中止期間の累積日数が、履行期間の実日数の 10 分の５を超えた

とき。ただし、不可抗力によるものを除く。 

（３）前各号に掲げる場合の他、本事業に係る政策が転換され、本事業が中止若しく

は延期され（受注者の事業放棄、破綻によるものを除く。）又は発注者が本事業契

約の履行をせず、受注者が前条の催告をしても契約した目的を達するのに足りる

履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 

２ 発注者は、前項の規定により本事業契約を解除されたときは、受注者に対してそ

の損害の賠償を求めることはできない。  

 

第 53 条 （受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

受注者は、第 51 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由による 



 ものであるときは、前二条の規定による契約の解除をすることができない。 

 

第 54 条 （解除等に伴う措置） 

１ 第 48 条、第 49 条、第 51 条、第 52 条又は第 57 条第３項の規定により、本事業

契約が解除されたとき、発注者はその選択により次のいずれかの措置を講じるよう

受注者に求めることができ、この場合、受注者は発注者の求めに従い、引継ぎに必

要な協力を行うものとする。 

（１）発注者の承諾を得た上で、以降の本業務を発注者に引き継ぐ。 

（２）発注者の承諾を得た上で、本事業の実施が十分可能な新たな受注者（金融機関

等が指定する第三者を含む。）に、以降の本業務を引き継ぐ。 

２ 発注者は､本事業契約が第 47 条、第 51 条、第 52 条又は第 57 条第３項に基づい

て解除された場合において､受注者が既に業務を完了した部分（以下「既履行部分」

という。）を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとし、本事業

契約が第 48 条又は第 49 条に基づいて解除された場合において､既履行部分を検査

の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、

発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約金額の全額を速やかに受

注者に支払わなければならない。 

３ 受注者は、本事業契約が解除された場合等において、発注者からの貸与品、支給

材料等があるときは、遅滞なくこれを発注者に返還しなければならない。この場合

において、当該貸与品、支給材料等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損し

たときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損

害を賠償しなければならない。 

４ 受注者は、本事業契約が解除された場合等において、履行箇所等に受注者が所有

する材料、工具その他の物件があるときは、遅滞なく当該物件を撤去（発注者に返

還する貸与品、支給材料等については、発注者の指定する箇所へ搬出。以下この条

において同じ。）するとともに、履行箇所等を原状に復して発注者に明け渡さなけれ

ばならない。 

５ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去

せず、又は履行箇所等の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わって

当該物件を処分し、履行箇所等の原状回復を行うことができる。この場合において、

受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、

発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。 

６ 第３項及び第４項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、

第 48 条又は第 49 条第１項の規定により契約が解除された場合等においては発注

者が定め、第 47 条第１項、第 51 条又は第 52 条の規定により契約が解除されたと

きは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 



 第 55 条 （発注者の損害賠償請求等） 

１ 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた

損害の賠償を請求することができる。 

（１）整備期間内に整備業務を完了する見込みがないと認められるとき。 

（２）維持管理業務の全部又は一部の遂行を放棄し、要求水準書等の内容に従った維

持管理業務を行わないとき。 

（３）本事業契約の成果物に契約不適合があるとき。 

（４）第 48 条又は第 49 条の規定により、本事業契約が解除されたとき。 

（５）前四号に掲げる場合の他、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履

行が不能であるとき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、整

備期間中は「整備費（別表１の(2)において「整備期間」の費用として列挙される全

ての費用（第 44 条に従い改定された場合には、改定後の金額による。）の総額（消

費税分を含む。）を意味する。）の 10 分の 1 に相当する額」を、維持管理期間中は

「維持管理費（別表１の(2)において「維持管理期間」の費用として列挙される全て

の費用（第 44 条に従い改定された場合には、改定後の金額による。）のうち違約金

支払い時の事業年度において市が支払うべき「維持管理期間」の費用の 10 分の 1

に相当する額」を、違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならな

い。 

（１）第 48 条又は第 49 条の規定により債務の履行前に本事業契約が解除されたと

き。 

（２）受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって

受注者の債務について履行不能となったとき。 

３ 次の各号に掲げる者が本事業契約を解除した場合は、前項第(2)号に該当する場

合とみなす。 

（１）受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成 16 年

法律第 75 号）の規定により選任された破産管財人 

（２）受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成

14 年法律第 154 号）の規定により選任された管財人 

（３）受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成

11 年法律第 225 号）の規定により選任された再生債務者等 

４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当

する場合とみなされる場合を除く。）が本事業契約及び取引上の社会通念に照らし

て受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第１項及び

第２項の規定は適用しない。 

５ 第１項第(1)号に該当する場合においては、整備期間経過後相当の期間内に整備

業務を完了する見込みのあるときは、発注者は遅延利息として、遅延日数（ただし、 



 不可抗力による遅延日数を除く。）に応じ、契約金額（既履行部分がある場合には、当

該部分に対する契約金額相当額を控除した額）につき、年 2.5％の割合で計算した額

を徴収して整備期間を延長することができる。 

 

第 56 条 （受注者の損害賠償請求等） 

１ 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損

害（合理的な金融費用、違約金を含む。）の賠償を請求することができる。ただし、

当該各号に定める場合が本事業契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責

めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 

（１）第 51 条又は第 52 条の規定により本事業契約が解除されたとき。 

（２）前号に掲げる場合の他、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行

が不能であるとき。 

２ 第 44 条の規定による契約金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未

受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.5％の割合で計算した額の遅延利息の支払

いを発注者に請求することができる。 

 

第 57 条 （法令の変更及び不可抗力） 

１ 法令の変更若しくは不可抗力により、本事業契約及び要求水準書で提示された条

件に従って、整備業務ができなくなったとき又は維持管理業務ができなくなったと

きその他本事業の実施が不可能となったと認められる場合、又は、法令の変更若し

くは不可抗力により、本事業契約及び要求水準書で提示された条件に従って、整備

業務又は維持管理業務を行うために追加的な費用が必要な場合、受注者は発注者に

対して、速やかにその旨を通知するものとし、発注者及び受注者は、本事業契約及

び要求水準書の変更並びに追加的な費用の負担その他必要となる事項について、別

紙２に従い協議するものとする。 

２ 法令変更又は不可抗力が生じた日から 30 日以内に前項の協議が整わない場合、

発注者は受注者に対して、当該法令変更又は不可抗力に対する対応を指図すること

ができる。受注者は、かかる指図に従い、本事業を継続するものとし、また、損害

又は追加的な費用の負担は、発注者と受注者との間の協議により定めるものとす

る。 

３ 前項の定めるところにかかわらず、法令変更又は不可抗力が生じた日から 60 日

以内に第１項の協議が整わない場合、発注者は、本事業契約の全部又は一部を解除

することができるものとする。 

 

第 58 条 （保全義務） 

受注者は、解除の通知がなされた日から維持管理業務の引継ぎ完了のときまで、自ら

の管理下にある対象設備について、自らの責任及び費用において、最小限度の保全措置

をとらなければならない。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 59 条 （関係書類の引渡し等） 

１ 受注者は、本業務の引継ぎが行われた場合には、引継ぎの完了と同時に、発注者

又は発注者の指定する第三者に対して、実施設計図書及び竣工図書、その他対象設

備の整備及び修補にかかる書類並びに受注者が用いた維持管理業務に関する運用

マニュアル、申し送り事項その他、本業務の履行に必要な書類の一切を引き渡すも

のとする。 

２ 発注者は、前項に基づき提出を受けた図書等を、整備業務の継続、対象設備の維

持管理、その他本事業の遂行のために、無償で自由に使用（複製、頒布、改変及び

翻案を含む。以下この項において同じ。）することができるものとし、受注者は、発

注者によるかかる図書等の自由な使用が、第三者（受注者、構成企業及び協力企業

の従業員等を含む。）の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をと

るものとする。 

 

 


